
 

 
第 9 号様式（第 19 条関係） 

 平成 30 年 3 月 30 日 
新 宿 区 長   

法 人 名 NPO 法人 こどものくに 
所 在 地 新宿区西落合三丁目 10-18 
(フリガナ) オノデラ アツコ 
代表者氏名 小野寺 敦子 
 

事 業 実 績 報 告 書 
 
新宿区協働推進基金条例施行規則第 19 条の規定により、下記のとおり報告します。 

 
記 

 
１ 助成対象事業 

事 業 名 異文化子育て支援相談室 

実施日時又は期間 平成 29年７月 22日～平成 30年 3 月 30日 

対象者の範囲及び人数 

当初の予定より計画が遅延したこともあり、相談に至った件数とし

ては、新宿区在住の外国人の保護者２名だった。しかし、その他にも、

区外ではあったが、メールでの相談や練馬区の発達障害施設を通じて

相談を受けた。相談に至った件数としては少なかったが、当初想定し

ていなかったメール等を活用した相談や専門施設との連携等も図れた

ことから、成果があったものと考えている。また、こうした新たなニ

ーズを把握できたため、こうしたニーズへの対応も今後検討していき

たい。 

事 業 内 容 

地域在住の外国人保護者向けの子育て支援 
〇外国人家族への子育て相談支援 
○海外赴任する家族への子育て相談支援  
〇海外から帰国した家族への相談、子どもの再適応援助  

具体的な活動状況 

１．英語・中国語・韓国語・日本語による「異文化子育て支援室」の 
 活動案内チラシの作成と地域内保育園、幼稚園、小学校への配布 
２．活動案内ポスター作成とこどものくに施設への掲示 
３．支援室への申込、問い合わせ用ホームページ（４ヶ国語）作成 
４．地域内関連施設等への訪問（活動案内と協力連携のお願い） 
５．毎月３回／第２第４木曜日と第４土曜日に支援室の開設 
６．支援室相談者への対応 

事業の成果 

成果 1：開設前運営会議を２回実施した。 
1 回目：事業活動に必要なメンバーの選定と依頼、具体的相談担当者の

割当と依頼を行った。 
2 回目：運用ルール、PC 備品購入等の基本的事項の決定を行った。 
ホームページを作成する準備を検討した。 
＊運営メンバー（法人理事３名、ＮＹこどものくに東京園長、ボラン



 

ティア１名）５名 
成果 2：開設後運営会議を３回実施した。 
1 回目：活動内容を広く紹介するため、可能な広報活動の分担を決定し

た。4 か国語によるチラシを作成する必要があり、それらの内容検討を

実施した。 
2 回目：レイアウトを検討後、印刷会社に依頼。その後、その修正や翻

訳が正しいかどうかのチェックの検討会を行った。 
3 回目：チラシ完成後、チラシの配布（郵送）および関連施設への訪問

を実施した。 
成果 3：新宿区民および小学校・幼稚園・保育園に対して「異文化子育

て支援室」という支援があることを告知することができた。 
 新宿区は、130 カ国からの外国人の方々が住んでいる日本を代表する

多文化共生社会である。特にアジアから日本に来ている方々が多いこ

とが特徴となっている。しかし子育ての悩み、日本の学校での親たち

とのかかわり方の問題、親自身のメンタルヘルスの問題さらには子ど

もの発達に遅れがあるのではという不安、日本の問題など様々な悩み

や不安を抱えている状況を母国語で安心して相談できる支援施設がな

いという現状にある。そうした支援を推進していくために「異文化子

育て支援相談室」を開設できたことの意義は非常に大きい。そして本

助成金によって作成できたチラシの配布・ホームページの作成などに

よって相談室自体があることを新宿区民の皆様、学校関係者の皆様に

知っていただくことができた事業の成果は大きいといえる。 
成果 4：支援室での相談者対応 
①正式な手続きによる成果は２名（中国系１名、韓国系１名）であっ

た。 
②地方からのメール相談 2 名（地方にはそうした支援施設がないので、

メールでの相談も可能かどうか問い合わせがあった。 
また、他区の発達支援施設からの相談 2 名があった（他区の発達障害

児支援施設より、母親が中国人であり子どもの発育に問題があるが、

うまく子どもの現状を伝えられないので、支援室を紹介したいとの申

し出があった）。来所ができない方への対応としてメールでの相談や敷

居が高い等の理由によりなかなか相談に至らない人たちを専門機関と

連携してつなげていくことで潜在的なニーズの掘り起こしになる。こ

うしたこともニーズとして把握できたことは大きな成果だったと考え

ている。 
成果 5：新宿区の他の施設・事業との連携 
①新宿区の発達障害支援施設『あいあい』から直接連絡をいただき、

今後、外国から来て新宿区に住んでいる親御さんのことで困ったこと

があったら紹介してもよいかどうかの打診があった。近年、ネパール、

ベトナム、ミャンマーから新宿区に来ている人が増加傾向にあり、そ

の相談窓口がないという問題が提起された。 
②新宿の「しんじゅく多文化共生プラザ」の活動に参加し（2018 年 3
月）、今後、このプラザの活動に積極的に参加し、支援室の存在をアピ

ールしていくことを確認できたことは成果であった。 
 



 

 

２ 助成対象事業費内訳（実績） 

※ 内訳は、できるだけ「単価×数量」で示してください。 

※ 支払金額を確認できる領収書等（写し可）を添付してください。 

収 
 

入 

経 費 積算根拠（内訳） 金  額 

団体負担金  167,078 円 

参加費、資料代等 相談料 ＠3,000×２回 6,000 円 

その他の収入  円 

協働推進基金助成金                   助成金交付額   400,000 円 

計                           573,078 円 

支
出
（
助
成
の
対
象
に
な
る
事
業
費
の
内
訳
） 

費 目 決算額 内  訳 
会議費 410 円 運営会議資料コピー代           410 円 

宣伝費 152,104 円 

チラシ４種デザイン制作・チラシ印刷 A4 片面カラー・

ポスター印刷 A1 片面カラー       68,000 円 
レンタルサーバ・ドメイン        8,504 円 
専用 HP 作成 ４言語対応       75,600 円 

リース費 0 円  

消耗品費 5,480 円 
ダイヤル錠キャビネット         5,480 円 

謝礼 26,037 円 
チラシ等翻訳料 北京語        11,037 円 
チラシ翻訳料  韓国語         5,000 円 
外部専門相談員 1 名 1 回       10,000 円 

人件費 54,000 円 

打合せ／専門相談員 2,000 円×4 名×5 回=40,000 円 
    担当員  2,000 円×1 名×5 回=10,000 円 
相談室／専門相談員 8,000 円×1 名×1 回= 8,000 円 
    担当員  8,000 円×1 名×2 回=16,000 円 
うち、4,000 円/日超         ▲12,000 円 
対象事業費の２０％越の額      ▲ 8,000 円 

材料費 0 円 心理検査用 WISC－Ⅳ英語版 未実施 

交通費 13,470 円 運営会議メンバー交通費 
2,694 円（対象者 3 名）／回×5 回   =13,470 円 

その他諸経費 22,140 円 チラシ郵送料        @205×56=11,480 円 
              @205×52=10,660 円 

助成対象事業費（小計） 273,641 円  

余  剰  金  217,573 円 400,000－(273,641×2/3)=217,573 円 

助 成 対 象 外 事 業 費 81,864 円 
チラシ修正印刷（韓国語）        3,780 円 
PC 本体 55,492 円 + マウス 2,592 円 =58,084 円 
専門相談員・担当者人件費差額     20,000 円 

事 業 総 額 573,078 円                     

 



 

３ 助成事業の成果と課題 

評価のポイント 自己評価 

事業を計画した当初に決めた目標につい

て、どこまで達成できたか。 

新宿区に在住している 130 カ国からの外国人の

方々の子育てを支援することを目標に事業を計画

した。質の高いものを作成するために協議時間を

ようしたため、4 か国語によるポスターの作成と配

布・HP の作成に想定以上の時間がかかり、実際の

活動期間が約 6 ヶ月弱となってしまった。当初の

予定より計画は遅延してしまったが、今後の活動

基盤をしっかりと築くことができた。 

地域にどのような効果があったか、又は今

後見込まれる効果は何か。 

区の HP での紹介、地域センター並びに小学校、

保育園に事業活動のチラシを配布したことによ

り、支援者、理解者（保育園の先生）が増え、本

事業をしっかりと地域に広めて行く準備は整っ

た。今後は支援者、理解者を介して対象者への支

援室の認知度をあげて相談数の増加につなげてい

く手がかりを得た。 

費用対効果は適正であったか。 

経費の支出をできるだけ節約しながら、事業実施

に努めた。地域在住の外国人保護者へのチラシ、

ポスター、ホームページによる認知度を高めるこ

とには、さらなる改善の余地を残した。 

新たに気づいた課題・問題点は何か。また、

どのような対策が考えられるか。 

関連施設での理解者、支援者を募るだけでなく、

直接地域在住の外国人保護者に対し「子育て支援

室」の認知度をアップする活動を積極的に今後行

う必要性がある。「多文化共生プラザ」の会員とし

て参加し、支援室の活動を広めて行く。また、相

談受付のHPの検索アップのための方策を講じる。

また、メールによる相談や専門機関との連携等、

新たなニーズも把握できた。今後の検討としてい

きたい。 

理解者や支援者が広がったか。 

「あいあい」や「多文化共生プラザ」からの支援

が得られた。今後も活動を通じて、さらにその支

援の絆を深め、活動内容についての理解者を増や

す。 

事務局の執行体制は十分だったか。 

運営会議で必要な決定を行い、開設前後に必要な

人的措置、物的措置の実施担当者を遅滞なく行っ

たので、運用は支障なく行うことができた 
チラシの翻訳過程で表現の仕方で対象者へ与える

印象等をかなり時間をかけて議論したので、完成

したチラシ、HP は単年度で終了ではなく、今後の

活動にも十分に活用できる、質の高いものを作成

することができた。 



 

今回の事業を次年度以降も継続していく場

合、助成金だけに依存せず、今後も安定的

に事業を継続するための財源確保等に向け

た取組がなされていたか。 

英語・中国語・韓国語・日本語による「異文化子

育て支援室」の活動案内のチラシ作成と新宿区内

の保育園・幼稚園・小学校へのチラシ配布を今年

度は実施した。また、支援室への申し込み・問い

合わせのために必要なホームページ（4 か国語）を

作成することもできた。事業継続への財源確保に

ついては、本事業への賛同者を募って寄付などを

募り、事業の継続を目指していく。 

その他 
当初予定していた英語版の心理検査は、来談者に

英語圏の方が少ないことが判明し、実績に繋がる

可能性が少ないとの判断から未購入となった。 
 

 

４ 活動の成果 

 

 
 
 

＊事業の成果物(冊子等)、事業の開催時の写真等提出できるものがあ

る場合は、添付してください。 

＊参加者の意見等も報告してください。    
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